
 

船舶事故調査報告書 

令和５年４月１９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和３年１２月２４日 ０５時５３分ごろ 

発生場所 千葉県銚子市犬吠埼南東方沖 

 犬吠埼灯台から真方位１２３°１２.７海里付近 

（概位 北緯３５°３５.６′ 東経１４１°０５.３′） 

事故の概要 貨物船GLOBAL
グ ロ ーバ ル

 PASSION
パ ッ シ ョ ン

は南西進中、また、漁船勝栄
かつえい

丸は南東進中、

両船が衝突した。 

事故調査の経過 令和４年１月５日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

 

Ａ 貨物船 GLOBAL PASSION（パナマ共和国籍）、２１,１９２トン 

   ９４７３６７６（ＩＭＯ番号）、EIGHT RIVER SHIPPING S.A. 

Ｂ 漁船 勝栄丸、４.１トン 

   ＣＢ３－６０３９７（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（フィリピン共和国籍）、免状不詳 

航海士Ａ（フィリピン共和国籍）、免状不詳 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 右舷中央部外板に擦過傷 

Ｂ 船首部外板に破損等 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南西、風力 ３、視界 良好 

海象：波向 南西、波高 約１ｍ 

日出時刻：０６時４２分ごろ 

 事故の経過 

 

 Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか２１人（フィリピン共和国籍１９

人、インド共和国籍２人）が乗り組み、売船に伴う回航の目的で、愛

知県渥美湾に向け、宮城県石巻港を出港したのち、航海士Ａ及び操舵

手Ａが当直に就き、犬吠埼南東方沖を自動操舵により約１０.５ノッ

ト（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で南西進していた。 

航海士Ａは、右舷船首方からＡ船の針路を横切る１隻の漁船（以下

「Ｃ船」という。）及びＢ船を認め、しばらくしてＣ船が針路を変え

てＡ船を避けたように思えたので、Ｃ船の付近にいたＢ船もいずれ針

路を変えると思い、同じ針路及び速力で航行を続けていたところ、Ｂ

船の針路に変化が認められなかったので、長音１回の汽笛を吹鳴した

のち、短音５回の汽笛を吹鳴した。 

航海士Ａは、至近となってもＢ船が針路を変える気配がなかったの

で、危険を感じ、手動操舵により左舵一杯としたが、同じ針路及び速

力のまま、Ａ船の右舷中央部とＢ船の船首部とが衝突した。 



 

 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、引き縄漁の目的で、漁場に向

け、銚子市銚子漁港を出港したのち、犬吠埼南東方沖を、自動操舵に

より約１１.５kn の速力で南東進していた。 

船長Ｂは、周囲を見渡し、気になる船が見当たらなかったので、操

舵室から船尾甲板に移動して漁の仕掛けの準備を始めたのち、仕掛け

を準備することに夢中になり、同じ針路及び速力で航行を続けていた

ところ、Ａ船と衝突した。 

船長Ｂは、汽笛の音を聞いていなかった。 

分析 Ａ船は、南西進中、航海士Ａが、右舷船首方に見えたＢ船がいずれ

針路を変えると思い、汽笛を鳴らして注意喚起をしたものの、同じ針

路及び速力で航行を続けたことから、Ｂ船と接近する状態となり、手

動操舵により左舵一杯としたものの、Ｂ船と衝突したものと考えられ

る。 

航海士Ａは、右舷船首方からＡ船の針路を横切るＣ船及びＢ船を認

め、しばらくしてＣ船が針路を変えてＡ船を避けたように思ったこと

から、Ｃ船の付近にいたＢ船もいずれ針路を変えると思い、同じ針路

及び速力で航行を続けたものと考えられる。 

Ｂ船は、南東進中、船長Ｂが、船尾甲板で漁の仕掛けを準備するこ

とに夢中になって航行を続けたことから、Ａ船と接近していることに

気付かず、同じ針路及び速力のまま、Ａ船と衝突したものと考えられ

る。 

原因  本事故は、夜間、Ａ船が南西進中、Ｂ船が南東進中、航海士Ａが、

右舷船首方に見えたＢ船がいずれ針路を変えると思い、同じ針路及び

速力で航行を続け、また、船長Ｂが、船尾甲板で漁の仕掛けを準備す

ることに夢中になって航行を続けたため、両船が衝突したものと考え

られる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船舶の操船者は、複数の船舶と同時期に接近する場合、それぞれ

の船舶に対して衝突の可能性の有無を判断し、衝突のおそれがあ

るときには、早期に衝突を避けるための必要な措置をとること。 

・船舶の操船者は、航行中、他の作業を行わず、見張り及び操船に

集中すること。 


